
JP 6180919 B2 2017.8.16

10

20

(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　少なくとも第１側板を有する筐体と、
　前記第１側板から伸延し、且つ、ロールペーパを回転可能に支持する支持軸と、
　前記第１側板に向って傾斜しつつ伸延し、且つ、隣接するロールペーパと端面が接する
複数の予備のロールペーパを前記支持軸方向に滑走可能に保持する保持部と、
　前記保持部に保持された最下部の予備のロールペーパの下側の端面を係止するストッパ
と、を有し、
　前記支持軸が、前記ストッパとして機能している、ことを特徴とするロールペーパ供給
装置。
【請求項２】
　前記筐体の表面を覆う表板を更に有し、
　前記表板は、ユーザが、前記保持部で保持されている予備のロールペーパを前記支持軸
に挿入するための開口部を有している、請求項１に記載のロールペーパ供給装置。
【請求項３】
　前記支持軸の長さは、ロールペーパの幅よりも長く、前記支持軸の端部は、前記保持部
と前記第１側板との間に位置する、請求項２に記載のロールペーパ供給装置。
【請求項４】
　前記支持軸の高さは、前記保持部に保持された最下部の予備のロールペーパの下側の端
面の中心穴の上端よりも高く且つ下側の端面の上端よりも低い、請求項３に記載のロール
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ペーパ供給装置。
【請求項５】
　第１側板と、前記第１側板に直交する方向に延伸する背板と、前記第１側板及び前記背
板に直交する方向に延伸する底板とを少なくとも有する筐体と、
　前記第１側板から伸延し、且つ、ロールペーパを回転可能に支持する支持軸と、
　前記第１側板に向かって傾斜しつつ伸延し、且つ、隣接するロールペーパと外周面が接
する複数の予備のロールペーパを前記支持軸方向に滑走可能に保持する保持部と、
　前記保持部に保持された予備のロールペーパの中心穴の方向が前記支持軸と平行となる
ように、予備のロールペーパの方向を変更する案内部と、を有し、
　前記案内部は、
　前記背板から前記底板に向かって湾曲しつつ延伸する第１方向転換部と、
　前記保持部の下端に位置する湾曲部と前記湾曲部の下端から前記底板に向かって直進す
る直進部とを有する第２方向転換部と、
　前記第１方向転換部の湾曲面に配置され、予備のロールペーパを後方から支持して、前
記予備のロールペーパの中心穴が支持軸の延長上に位置するように案内する予備ロールペ
ーパ後方支持部と、
　を有する、ことを特徴とするロールペーパ供給装置。
【請求項６】
　前記筐体の表面を覆う表板を更に有し、
　前記表板は、ユーザが、中心穴の方向が前記支持軸と平行となっている予備のロールペ
ーパを前記支持軸に挿入するための開口部を有している、請求項５に記載のロールペーパ
供給装置。
【請求項７】
　前記案内部は、前記保持部と前記支持軸との間に配置され、方向を変更するときに予備
のロールペーパが衝突する衝突部を更に有する、請求項５又は６に記載のロールペーパ供
給装置。
【請求項８】
　前記筐体は、前記第１側板と対向する第２側板を更に有し、
　前記保持部は、前記第２側板から傾斜しつつ延伸する第１傾斜部と、前記第１傾斜部に
平行に配置される第２傾斜部とを有する、請求項１～７の何れか一項に記載のロールペー
パ供給装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、ロールペーパ供給装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　高速道路等に設けられたサービスエリア、駅、公園及び学校等に設置されたトイレに配
置されるロールペーパー供給装置が知られている。ロールペーパー供給装置は、中心穴に
支持軸が貫通して回転可能に支持される使用ロールペーパの他に予備のロールペーパであ
る予備ロールペーパを収納するための予備ロールペーパ収納部を有する。
【０００３】
　特許文献１には、横向きに配置した複数の予備ロールペーパを縦積みして収納するロー
ルペーパー供給装置が記載されている。特許文献１に記載されるロールペーパー供給装置
では、使用ロールペーパがなくなったときに、一番下に位置する予備ロールペーパを横方
向に移動して、使用位置に配置する。特許文献１に記載されるロールペーパー供給装置で
は、予備ロールペーパは、使用ロールペーパの水平位置よりも上方に配置される投入口か
ら投入される。このため、特許文献１に記載されるロールペーパー供給装置では、予備ロ
ールペーパの数が多くなるに従って、予備ロールペーパを投入する投入口の位置が高くな
るという問題があった。
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【０００４】
　特許文献２には、前傾して可傾開閉可能な正面パネルに、鉛直方向に長い筒状のロール
ペーパー収容供給部と、支持軸及びペーパーカッター蓋を備えたペーパー引出し口部とが
配設されたロールペーパ供給装置が記載されている。特許文献２に記載されるロールペー
パー供給装置では、正面パネルを前傾して可傾開閉して予備ロールペーパを投入すること
ができるので、予備ロールペーパの数が多くなっても投入位置が高くなることはない。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特開２００１－３２１２９０号公報
【特許文献２】特開２００７－２１０７５号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　使用者が持ち物を置くための荷物置スペースをトイレブース内に形成することが望まれ
ており、ロールペーパー供給装置の上方を荷物置スペースとして活用したいという要求が
ある。しかしながら、特許文献１及び２に記載されるロールペーパー供給装置では、予備
ロールペーパを縦積みしているため、ロールペーパー供給装置の高さが高くなってしまう
。トイレの使用者の便宜を図るため、ロールペーパー供給装置の下端に位置する使用ロー
ルペーパの位置は、便座の上面から１５０～４００ｍｍ程度にすることが要求されている
。特許文献１及び２に記載されるロールペーパー供給装置では、ロールペーパー供給装置
の上面に荷物置スペースを形成すると、形成される荷物置スペースの位置が高くなり過ぎ
て利用し難くなるおそれがあった。
【０００７】
　そこで、本発明は、使用者が利用し易い高さの荷物置スペースを上面に形成可能なロー
ルペーパー供給装置を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　本発明に係るロールペーパー供給装置は、少なくとも、第１側板、及び、第１側板と対
向する第２側板を有する筐体と、第１側板から第２側板に向かって伸延し、且つ、ロール
ペーパを回転可能に支持する支持軸と、第２側板から第１側板に向かって傾斜しつつ伸延
し、且つ、複数の予備のロールペーパを支持軸方向に滑走可能に保持する保持部と、を有
し、支持軸が、保持部に保持された最下部の予備のロールペーパのストッパとして機能し
ていることを特徴とする。
【０００９】
　また、本発明に係るロールペーパー供給装置は、筐体の表面を覆う表板を更に有し、表
板は、ユーザが、保持部で保持されている予備のロールペーパを支持軸に挿入するための
開口部を有していることが好ましい。
【００１０】
　また、本発明に係るロールペーパー供給装置では、支持軸の長さは、ロールペーパの幅
よりも長く、支持軸の端部は、保持部と第１側板との間に位置することが好ましい。
【００１１】
　また、本発明に係るロールペーパー供給装置では、支持軸の高さは、保持部に保持され
た最下部の予備のロールペーパの下側の端面の中心穴の上端よりも高く且つ下側の端面の
上端よりも低いことが好ましい。
【００１２】
　また、本発明に係るロールペーパー供給装置では、保持部は、第２側板から傾斜しつつ
延伸する第１傾斜部と、第１傾斜部に平行に配置される第２傾斜部とを有することが好ま
しい。
【発明の効果】
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【００１３】
　本発明によれば、使用者が利用し易い高さの荷物置スペースを上面に形成可能なロール
ペーパー供給装置を提供することが可能になった。
【図面の簡単な説明】
【００１４】
【図１】ロールペーパ供給装置の一例の正面図である。
【図２】（ａ）は図１に示すロールペーパ供給装置の正面透視図であり、（ｂ）は図１に
示すロールペーパ供給装置の上面透視図であり、（ｃ）は図１に示すロールペーパ供給装
置の側面透視図である。
【図３】図１に示すロールペーパ供給装置の部分分解斜視図である。
【図４】ロールペーパが配置された状態の図１に示すロールペーパ供給装置の部分分解斜
視図である。
【図５】図４に示すロールペーパ供給装置の部分分解平面図である。
【図６】ロールペーパが投入されている状態の図１に示すロールペーパ供給装置の部分分
解斜視図である。
【図７】支持棒保持板とカッター支持部とが一体とされた使用ロールペーパ保持部材の交
換方法を示す図である。
【図８】ロールペーパ供給装置の他の例の正面図である。
【図９】図８に示すロールペーパ供給装置の部分分解斜視図である。
【図１０】（ａ）はロールペーパが配置された状態の図８に示すロールペーパ供給装置の
部分分解斜視図であり、（ｂ）は（ａ）のＡ－Ａ´線に沿う断面図である。
【図１１】図１０に示すロールペーパ供給装置の第１の部分分解平面図である。
【図１２】図１０に示すロールペーパ供給装置の第２の部分分解平面図である。
【図１３】ロールペーパが投入されている状態の図８に示すロールペーパ供給装置の部分
分解正面図である。
【図１４】（ａ）は図８に示すロールペーパ供給装置が配置されたトイレブースの正面透
視図であり、（ｂ）は（ａ）に示すトイレブースの側面図である。
【発明を実施するための形態】
【００１５】
　以下図面を参照して、本発明に係るロールペーパ供給装置について説明する。但し、本
発明の技術的範囲はそれらの実施の形態に限定されず、特許請求の範囲に記載された発明
との均等物に及ぶ点に留意されたい。
【００１６】
　図１は、ロールペーパ供給装置の一例の正面図である。図２（ａ）は図１に示すロール
ペーパ供給装置の正面透視図であり、図２（ｂ）は図１に示すロールペーパ供給装置の上
面透視図であり、図２（ｃ）は図１に示すロールペーパ供給装置の側面透視図である。
【００１７】
　ロールペーパ供給装置１は、化粧板１０と、投入蓋１１と、筐体１２と、第１傾斜部１
３と、第２傾斜部１４と、支持軸１５と、カッター１６とを有する。
【００１８】
　化粧板１０は、方形のフェノール樹脂板であり、ロールペーパ供給装置１の表板を形成
する。化粧板１０の右下には、供給口１０１が形成される。供給口１０１は、左方向に向
かって膨らむ半円を方形の左辺に付加した形状を有し、支持軸１５が中心穴を貫通してい
る使用ロールペーパ８０が方形部に配置される。また、供給口１０１の方形部には、使用
ロールペーパ８０の上方を覆うようにカッター１６が配置される。供給口１０１の半円部
には予備のロールペーパである第１予備ロールペーパ８１が配置される。第１予備ロール
ペーパ８１の使用ロールペーパ８０側の端面は、支持軸１５の端部によって係止されてい
る。
【００１９】
　化粧板１０の略中央には、ロール紙確認用スリット窓１０２が形成される。ロール紙確
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認用スリット窓１０２の裏面には、透明なアクリル板１０３が配置される。ロールペーパ
をロールペーパ供給装置１に補給する作業者は、ロール紙確認用スリット窓１０２から、
予備ロールペーパの残量を視認できる。ロール紙確認用スリット窓１０２は、下から２つ
目に位置する第２予備ロールペーパ８２の上側の端面と、下から３つ目に位置する第３予
備ロールペーパ８３の上側の端面とが接する接触面が視認できる位置に形成される。
【００２０】
　投入蓋１１は、化粧板１０に形成された投入口１０４に開閉可能に配置され、化粧板１
０及び投入蓋１１の裏面に着脱可能に配置されるマグネット１１１により固定される。予
備ロールペーパをロールペーパ供給装置１に補給する作業者は、投入蓋１１を開けるため
に使用される不図示のマグネットキーにより、投入蓋１１を開けて、投入口１０４から予
備ロールペーパを投入する。化粧板１０の右上に形成された他の開口部には、便器洗浄ボ
タン５０及び温水洗浄便座制御ボタン５１がそれぞれ配置される。
【００２１】
　図３はロールペーパ供給装置１の部分分解斜視図であり、図４は使用ロールペーパ及び
予備ロールペーパが配置されたロールペーパ供給装置１の部分分解斜視図であり、図５は
図４に示すロールペーパ供給装置１の部分分解平面図である。
【００２２】
　筐体１２は、鋼板を曲げ加工して形成され、底板１２０と、左板１２１と、右板１２２
と、背板１２３と、上板１２４と、第１固定部１２５～第４固定部１２８とを有する。底
板１２０は、方形の平板である。左板１２１は、底板１２０の長手方向の左端から底板１
２０に略直角に延びる方形の平板である。右板１２２は、底板１２０の長手方向の右端か
ら底板１２０に略直角に且つ左板１２１と対向して延びる方形の平板である。背板１２３
は、底辺が底板１２０の長辺に接し、左辺が左板１２１の長辺に接し且つ右辺が右板１２
２の長辺に接する方形の平板である。上板１２４は、奥辺が背板１２３の上辺に接し、左
辺が左板１２１の上辺に接し且つ右辺が右板１２２の上辺に接し、底板１２０と対向して
配置される方形の平板である。上板１２４の前面には、便器洗浄ボタン５０及び温水洗浄
便座制御ボタン５１がそれぞれ配置される切欠きが形成される。
【００２３】
　第１固定部１２５は、左板１２１の前辺の下端から左板１２１と直角に背板１２３と反
対側に延びる平板であり、一対のボルト穴が形成されている。第２固定部１２６は、左板
１２１の前辺の上端から左板１２１と直角に背板１２３と反対側に延びる平板であり、一
対のボルト穴が形成されている。第３固定部１２７は、右板１２２の前辺の下端から右板
１２２と直角に背板１２３と反対側に延びる平板であり、一対のボルト穴が形成されてい
る。第４固定部１２８は、右板１２２の前辺の上端から右板１２２と直角に背板１２３と
反対側に延びる平板であり、一対のボルト穴が形成されている。第１固定部１２５～第４
固定部１２８にそれぞれ形成される一対のボルト穴にボルト１２９を貫通させて化粧板１
０に螺挿することにより、化粧板１０と筐体１２が固定される。
【００２４】
　第１傾斜部１３は、略円形の断面を有する棒状鋼であり、上端が左板１２１の内側面に
溶接接合され、下端が底板１２０の表面に溶接接合されることにより固定される。第２傾
斜部１４は、第１傾斜部１３の断面と同形の略円形の断面を有する棒状鋼であり、上端が
左板１２１の内側面に溶接接合され、下端が底板１２０の表面に溶接接合されることによ
り固定される。第１傾斜部１３と第２傾斜部１４とは、略平行に配置される。第１傾斜部
１３及び第２傾斜部１４は、底板１２０に対して１９度の角度を成している。
【００２５】
　第１傾斜部１３及び第２傾斜部１４には、第１予備ロールペーパ８１～第４予備ロール
ペーパ８４が搭載される。第１予備ロールペーパ８１～第４予備ロールペーパ８４は、未
使用のロールペーパであり、幅は１１４ｍｍであり、中心穴の内径は３８ｍｍであり、外
径は１２０ｍｍ以下となる。
【００２６】
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　第１予備ロールペーパ８１の下側の端面の下端は、底板１２０の表面に接している。第
１予備ロールペーパ８１の下側の端面の上端は、カッター１６の第１予備ロールペーパ８
１側の辺よりも右板１２２から離れており、使用ロールペーパ８０の第１予備ロールペー
パ８１側の端面とは接しない。すなわち、第１傾斜部１３及び第２傾斜部１４の下端とカ
ッター１６の第１予備ロールペーパ８１側の辺との間の水平距離Ｄ1は、
　Ｄ1　≧　２ＲO・ｓｉｎθ
　を満たす。ここで、ＲOは第１予備ロールペーパ８１の外径であり、θは第１傾斜部１
３及び第２傾斜部１４と底板１２０とが成す角度である。
【００２７】
　第１予備ロールペーパ８１の上側の端面は第２予備ロールペーパ８２の下側の端面と接
し、第２予備ロールペーパ８２の上側の端面は第３予備ロールペーパ８３の下側の端面と
接する。第３予備ロールペーパ８３の上側の端面は第４予備ロールペーパ８４の下側の端
面と接する。
【００２８】
　第１傾斜部１３と第２傾斜部１４との間の距離ｄは、
【数１】

　となる。ここで、距離ｄは第１傾斜部１３の中心と第２傾斜部１４の中心との間の距離
であり、ｒは第１傾斜部１３及び第２傾斜部１４の断面の半径であり、ＲOは第１予備ロ
ールペーパ８１の外径である。
【００２９】
　図６は、予備ロールペーパが投入されているロールペーパ供給装置１の部分分解斜視図
である。
【００３０】
　第１予備ロールペーパ８１は、中心穴が水平方向になるように、すなわち横向きになり
、供給口１０１から投入される。横向きに投入された第１予備ロールペーパ８１は、外周
面の１つの箇所で第１傾斜部１３に接し且つ外周面の他の箇所で第２傾斜部１４に接して
第１傾斜部１３及び第２傾斜部１４に沿って滑走して落下する。第１傾斜部１３及び第２
傾斜部１４に沿って滑走した第１予備ロールペーパ８１は、支持軸１５の端部に衝突して
停止する。第１予備ロールペーパ８１が停止したとき、第１予備ロールペーパ８１の下側
の端面の下端は底板１２０の表面に接している。
【００３１】
　次いで、第２予備ロールペーパ８２が、供給口１０１から横向きに投入されて、第１傾
斜部１３及び第２傾斜部１４に沿って滑走して落下する。第２予備ロールペーパ８２は、
下側の端面が第１予備ロールペーパ８１の上側の端面に衝突して停止する。次いで、第３
予備ロールペーパ８３が、供給口１０１から横向きに投入されて、第１傾斜部１３及び第
２傾斜部１４に沿って滑走して落下する。第３予備ロールペーパ８３は、下側の端面が第
２予備ロールペーパ８２の上側の端面に衝突して停止する。そして、第４予備ロールペー
パ８４が、供給口１０１から横向きに投入されて、第１傾斜部１３及び第２傾斜部１４に
沿って滑走して落下する。第４予備ロールペーパ８４は、下側の端面が第３予備ロールペ
ーパ８３の上側の端面に衝突して停止する。
【００３２】
　第１予備ロールペーパ８１～第４予備ロールペーパ８４が配置されているときも、第１
予備ロールペーパ８１の下側の端面の上部が使用ロールペーパ８０に接することはない。
第１予備ロールペーパ８１の端面は、支持軸１５の端部に接すると共に、底板１２０の表
面にも接しているので、第１予備ロールペーパ８１～第４予備ロールペーパ８４の荷重は
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これら２つの接触点に分散することになる。第１予備ロールペーパ８１～第４予備ロール
ペーパ８４の荷重が２つの接触点に分散することにより、第１予備ロールペーパ８１の端
面と支持軸１５の端部との間の荷重を減らすことができる。
【００３３】
　支持軸１５は、一端が平板状の支持棒保持板１５０の平面に溶接接合された片持ち梁状
の鋼材である。支持棒保持板１５０の支持軸１５が接合された面と反対の面を右板１２２
に接合することにより、支持軸１５は、右板１２２に固定される。
【００３４】
　支持軸１５は、高さが、第１予備ロールペーパ８１の中心穴の上端よりも高く、第１予
備ロールペーパ８１の下側の端面の上端よりも低くなるように配置される。すなわち、支
持軸１５は、高さＨが、
　（ＲO　＋ ＲI）・ｃｏｓθ　≦　Ｈ　≦　２ＲO・ｃｏｓθ
　となるように配置される。ここで、ＲOは第１予備ロールペーパ８１の外径であり、ＲI

は第１予備ロールペーパ８１の中心穴の半径であり、θは第１傾斜部１３及び第２傾斜部
１４と底板１２０とが成す角度である。
【００３５】
　支持軸１５の長さは、使用ロールペーパ８０の幅よりも長い。また、支持軸１５の長さ
は、カッター１６の幅よりも長く、支持軸１５の端部は、カッター１６の第１予備ロール
ペーパ８１側の辺よりも右板１２２から離れている。支持軸１５の端部と、カッター１６
の第１予備ロールペーパ８１側の辺との間の距離Ｄ2は、
　Ｄ2　≧　２ＲO・ｓｉｎθ　－　Ｈ・ｔａｎθ
　となるように配置される。ここで、ＲOは第１予備ロールペーパ８１の外径であり、Ｈ
は支持軸１５の高さであり、θは第１傾斜部１３及び第２傾斜部１４と底板１２０とが成
す角度である。
【００３６】
　カッター１６は、使用ロールペーパ８０の幅方向に水平に延伸するペーパ切断部と、ペ
ーパ切断部から湾曲して延伸する板状の鋼板である。カッター１６のペーパ切断部と対向
する辺で、カッター１６を上下方向に移動可能に支持するカッター支持部１６０とカッタ
ー接続部材１６４を介して接続される。カッター支持部１６０は、カッター１６のペーパ
切断部と対向する辺と平行に延びる支持部１６１と、支持部の一端から直角に延びる第１
腕部１６２と、支持部の他端から第１腕部１６２と対向するように直角に延びる第２腕部
１６３とを有する。
【００３７】
　図７は、支持棒保持板１５０とカッター支持部１６０とが一体とされた使用ロールペー
パ保持部材の交換方法を示す図である。
【００３８】
　使用ロールペーパ保持部材１７は、支持棒保持板１５０と、カッター支持部１６０とを
結合することにより形成される。支持棒保持板１５０の上辺は、カッター支持部１６０の
第１腕部１６２の底面と溶接接合されている。
【００３９】
　使用ロールペーパ保持部材１７は、支持棒保持板１５０に形成される一対のボルト穴を
貫通するボルトにより右板１２２に固定される。また、使用ロールペーパ保持部材１７は
、カッター支持部１６０の支持部１６１に形成される一対のボルト穴を貫通するボルトに
より背板１２３に固定される。
【００４０】
　支持軸１５が折れるなどして、使用ロールペーパ保持部材１７が破損したとき、筐体１
２を化粧板１０から取り外して、支持軸１５を固定するボルトを外し、破損した使用ロー
ルペーパ保持部材１７を筐体１２から取り外す。次いで、交換用の使用ロールペーパ保持
部材１７を筐体１２にボルトにより固定した後に、筐体１２を化粧板１０に固定する。
【００４１】
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　図８は、ロールペーパ供給装置の他の例の正面図であり、図９は図８に示すロールペー
パ供給装置の部分分解斜視図である。図１０（ａ）は使用ロールペーパ及び予備ロールペ
ーパが配置されたロールペーパ供給装置２の部分分解斜視図であり、図１０（ｂ）は図１
０（ａ）のＡ－Ａ´線に沿う断面図である。図１１はロールペーパ供給装置２の第１の部
分分解正面図であり、図１２はロールペーパ供給装置２の第２の部分分解斜視図である。
【００４２】
　ロールペーパ供給装置２は、化粧板２０と、投入蓋２１と、筐体２２と、第１棒状支持
部材２３と、第２棒状支持部材２４と、支持軸２５と、カッター２６とを有する。また、
ロールペーパ供給装置２は、予備ロールペーパ前方支持部２７と、第１方向転換部２８と
、第２方向転換部２９と、衝突部３０とを更に有する。投入蓋２１、筐体２２、支持軸２
５及びカッター２６はそれぞれ、ロールペーパ供給装置１の投入蓋１１、筐体１２、支持
軸１５及びカッター１６と同様の構成及び機能を有する。
【００４３】
　化粧板２０は、供給口２０１の形状が方形であることが、ロールペーパ供給装置１の化
粧板１０と相違する。供給口２０１の右半分には、使用ロールペーパ９０が配置され、使
用ロールペーパ９０の上方を覆うようにカッター２６が配置される。供給口２０１の左半
分には、第１予備ロールペーパ９１が配置され、第１予備ロールペーパ９１の前面を支持
する予備ロールペーパ前方支持部２７が配置される。
【００４４】
　第１棒状支持部材２３及び第２棒状支持部材２４は、棒状支持部固定部２３０を介して
筐体２２に固定される。棒状支持部固定部２３０は、平板状の鋼板である固定部基部２３
１と、固定部第１腕部２３２と、固定部第２腕部２３３とを有する。固定部第１腕部２３
２は、平板状の鋼板であり、固定部基部２３１の一端から固定部基部２３１に直角に延伸
する。固定部第２腕部２３３は、固定部基部２３１より長さが短い平板状の鋼板であり、
固定部基部２３１の他端から固定部第１腕部２３２に対向するように固定部基部２３１に
直角に延伸する。第１棒状支持部材２３及び第２棒状支持部材２４の上端は固定部第１腕
部２３２の上端に接合され、第１棒状支持部材２３及び第２棒状支持部材２４の下端は固
定部第２腕部２３３の上端に接合される。第１棒状支持部材２３と第２棒状支持部材２４
とは、略平行に配置される。第１棒状支持部材２３及び第２棒状支持部材２４は、底板２
２０に対して１９度の角度を成している。
【００４５】
　予備ロールペーパ前方支持部２７は、支持部固定桟２７０と、第１支持板２７１と、第
２支持板２７２と、第３支持板２７３と、支持部上方固定部２７４と、支持部下方固定部
２７５とを有する。
【００４６】
　支持部固定桟２７０は、方形の断面を有する棒状鋼であり、一端が左板２２１の内面の
前辺に接するように溶接接合され、他端が右板２２２の内面の前辺に接するように溶接接
合される。第１支持板２７１は、上辺から前方に向かって傾斜するように配置される平板
状の鋼板であり、上辺からは平板状の支持部上方固定部２７４が鉛直方向に上方に向けて
延伸する。第２支持板２７２は、第１支持板２７１の下辺から鉛直方向に下方に向けて延
伸する平板状の鋼板であり、中央部にロールペーパ移動穴２７６が形成される。第２支持
板２７２は、上辺から後方に向かって傾斜するように配置される平板状の鋼板であり、下
辺からは平板状の支持部下方固定部２７５が鉛直方向に下方に向けて延伸する。予備ロー
ルペーパ前方支持部２７は、支持部上方固定部２７４が支持部固定桟２７０に溶接接合さ
れ、支持部下方固定部２７５が底板２２０の前面に溶接接合されることにより、固定され
る。第１支持板２７１～第３支持板２７３は、第１予備ロールペーパ９１の前面部を支持
する。第１予備ロールペーパ９１の使用を開始するとき、使用者は、ロールペーパ移動穴
２７６から第１予備ロールペーパ９１を支持軸２５の方向に押動して使用位置に移動する
。
【００４７】
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　第１方向転換部２８は、案内板２８０と、予備ロールペーパ後方支持部２８１とを有す
る。案内板２８０は、背板２２３の内面から前方下方に向かって湾曲して延伸する板状の
鋼材であり、上辺は背板２２３に溶接接合され、下辺は第３支持板２７３の下辺に接する
ように底板２２０に溶接接合される。案内板２８０の母線の方向は、支持軸２５の方向と
略平行である。予備ロールペーパ後方支持部２８１は、案内板２８０の湾曲面の母線と平
行な方向に延びる略円形の断面を有する棒状鋼であり、案内板２８０の湾曲面に溶接接合
されている。予備ロールペーパ後方支持部２８１が第１予備ロールペーパ９１を後方から
支持することにより、第１予備ロールペーパ９１は、中心穴が延長線上に位置し、かつ中
心穴の方向が支持軸２５と平行になるように配置される。
【００４８】
　第２方向転換部２９は、第１棒状支持部材２３と一体形成される略円形の断面を有する
棒状鋼である。第２方向転換部２９は、第１棒状支持部材２３の下端に位置する湾曲部２
９０と、湾曲部２９０の下端から底板２２０の前面に向かって直進する直進部２９１とを
有する。第２方向転換部２９の下端は、底板２２０の表面の前方で溶接接合される。
【００４９】
　衝突部３０は、衝突部第１水平基部３００と、衝突部鉛直基部３０１と、衝突部第２水
平基部３０２と、衝突棒部３０３とを有する。衝突部第１水平基部３００は、右板２２２
に接する辺と、背板２２３に接する辺と、支持部固定桟２７０に接する辺とを有し、水平
方向に延伸する平板状の鋼板である。衝突部鉛直基部３０１は、右板２２２に接する辺に
対向する辺から鉛直方向に延伸する平板状の鋼板である。衝突部第２水平基部３０２は、
衝突部鉛直基部３０１の上辺から衝突部第１水平基部３００に対向するように水平に延伸
する平板状の鋼板である。衝突棒部３０３は、方形の断面を有する中空の棒状鋼であり、
下端が底板２２０の表面に溶接接合され、上方の一面が衝突部鉛直基部３０１の左板２２
１に対向する面に溶接接合される。
【００５０】
　ロールペーパ供給装置２では、第１予備ロールペーパ９１は、横向き且つ中心穴が支持
軸２５の延長線上に位置するように配置される。第２予備ロールペーパ９２は、外周の一
部が第１予備ロールペーパ９１の外周に接し且つ外周の他の部分が第１方向転換部２８の
湾曲面に接するように、横向きに配置される。第３予備ロールペーパ９３は、一方の端面
が第１棒状支持部材２３及び第２棒状支持部材２４に位置し、外周面の右板２２２に対向
する部分で第２予備ロールペーパ９２の端面の上端で支持されるように配置される。第４
予備ロールペーパ９４は、一方の端面が第１棒状支持部材２３及び第２棒状支持部材２４
に位置し、外周面の右板２２２に対向する部分が第３予備ロールペーパ９３の外周面の左
板２２１に対向する部分で支持されるように配置される。
【００５１】
　図１３は、第１予備ロールペーパ９１が投入されているロールペーパ供給装置２の部分
分解正面図である。図１３において、黒丸は、投入時に上方に位置する第１予備ロールペ
ーパ９１の端面の中心を示す。
【００５２】
　第１予備ロールペーパ９１は、中心穴が鉛直方向になるように、すなわち縦向きになり
、投入口から投入される。縦向きに投入された第１予備ロールペーパ９１は、下方に位置
する端面の一部分を第１棒状支持部材２３に接し且つ下方に位置する端面の他の部分を第
２棒状支持部材２４に接して第１棒状支持部材２３及び第２棒状支持部材２４に沿って滑
走して落下する。第１棒状支持部材２３及び第２棒状支持部材２４の下端まで滑走した第
１予備ロールペーパ９１は、第２方向転換部２９の湾曲部に沿って滑走する。次いで、滑
走時に上方に位置していた端面は衝突部３０の衝突棒部３０３に衝突して、第１予備ロー
ルペーパ９１は縦向きから横向きに向きを変える。次いで、横向きになった第１予備ロー
ルペーパ９１は、第１方向転換部２８及び第２方向転換部２９に案内されて、外周部が予
備ロールペーパ前方支持部２７に衝突するまで第１方向転換部２８の湾曲面を滑走する。
次いで、第１予備ロールペーパ９１は、予備ロールペーパ前方支持部２７に衝突する。予
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備ロールペーパ前方支持部２７に衝突した第１予備ロールペーパ９１は、第１方向転換部
２８の湾曲面に沿って滑走方向と反対の方向に移動しようとするが、予備ロールペーパ後
方支持部２８１に移動を阻まれて停止する。そして、第１予備ロールペーパ９１は、中心
穴が支持軸２５の延長上に位置するように配置される所定の保持位置に保持される。
【００５３】
　次いで、第２予備ロールペーパ９２が、投入口から縦向きに投入されて、第１棒状支持
部材２３及び第２棒状支持部材２４に沿って滑走して落下する。第１棒状支持部材２３及
び第２棒状支持部材２４の下端まで滑走した第２予備ロールペーパ９２は、第１予備ロー
ルペーパ９１と同様に、衝突部３０の衝突棒部３０３に衝突して、第１予備ロールペーパ
９１は縦向きから横向きに向きを変える。次いで、横向きになった第２予備ロールペーパ
９２は、第１方向転換部２８に案内されて、第１予備ロールペーパ９１と衝突するまで、
第１方向転換部２８の湾曲面を滑走する。第２予備ロールペーパ９２が第１予備ロールペ
ーパ９１と衝突すると、第２予備ロールペーパ９２は停止する。次いで、第３予備ロール
ペーパ９３が、投入口から縦向きに投入されて、第１棒状支持部材２３及び第２棒状支持
部材２４に沿って滑走して落下する。第３予備ロールペーパ９３は、外周面の右板２２２
に対向する部分が第２予備ロールペーパ９２の端面の上端に衝突すると停止する。次いで
、第４予備ロールペーパ９４が、投入口から縦向きに投入されて、第１棒状支持部材２３
及び第２棒状支持部材２４に沿って滑走して落下する。第３予備ロールペーパ９３は、外
周面の右板２２２に対向する部分が第３予備ロールペーパ９３の外周面の左板２２１に対
向する部分に衝突すると停止する。
【００５４】
　第１予備ロールペーパ９１が使用位置に移動すると、第２予備ロールペーパ９２が案内
板２８０の湾曲面に沿って移動して、第１予備ロールペーパ９１と同様に、中心穴が延長
線上に位置し、かつ中心穴の方向が支持軸２５と平行になるように配置される。
【００５５】
　ロールペーパ供給装置１は左板１２１から傾斜しつつ延伸する第１傾斜部１３及び第２
傾斜部１４を有し、ロールペーパ供給装置２は左板２２１から傾斜しつつ延伸する第１棒
状支持部材２３及び第２棒状支持部材２４を有する。ロールペーパ供給装置１及び２では
、滑走面を形成する第１棒状支持部材及び第２棒状支持部材に予備ロールペーパを搭載す
ることができるので、高さを低くすることができ、上面に使用者が利用し易い荷物置スペ
ースを上面に形成することができる。
【００５６】
　図１４（ａ）はロールペーパ供給装置２が配置されたトイレブースの正面透視図であり
、図１４（ｂ）は図１４（ａ）に示すトイレブースの側面図である。
【００５７】
　トイレブース４０は、トイレ４１と、右壁４２と、左壁４３と、背壁４４と、床部４５
と、天井４６と、取っ手４７とを有する。トイレブース４０の右壁４２には、ロールペー
パ供給装置２が埋設され、トイレブース４０の左壁４３には、トイレブース４０の左側に
隣接するトイレブース用のロールペーパ供給装置２が埋設される。ロールペーパ供給装置
２の上板の上方には、側面荷物置スペース４２０が形成される。また、背壁４４には、側
面荷物置スペース４２０と同一の高さを有する背面荷物置スペース４４０が形成される。
ロールペーパ供給装置２は高さは低く抑えられているため、側面荷物置スペース４２０及
び背面荷物置スペース４４０の高さは、使用者が利用し易い高さになっている。
【００５８】
　ロールペーパ供給装置１では、支持軸１５の長さは、使用ロールペーパ８０の幅よりも
長く、支持軸１５の端部は、第１傾斜部１３及び第２傾斜部１４の下端よりも右板１２２
に近い。支持軸１５の端部によって係止されている第１予備ロールペーパ８１は、支持軸
１５に支持された使用ロールペーパ８０と接触しないように配置される。
【００５９】
　ロールペーパ供給装置１では、支持軸１５の高さは、第１予備ロールペーパ８１の中心
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穴の上端よりも高く且つ第１予備ロールペーパ８１の下側の端面の上端よりも低い。支持
軸１５の高さをこのような高さにすることにより、支持軸１５の端部は、第１予備ロール
ペーパ８１の下側の端面を係止してストッパとして機能することができる。
【００６０】
　また、ロールペーパ供給装置１では、第１予備ロールペーパ８１の端面は、支持軸１５
の端部及び底板１２０の表面にも接しているので、第１予備ロールペーパ８１の端面と支
持軸１５の端部との間の荷重が抑制される。
【００６１】
　また、ロールペーパ供給装置２では、第１方向転換部２８、第２方向転換部２９及び衝
突部３０が、滑走してきた第１予備ロールペーパ９１を案内することにより、第１予備ロ
ールペーパ９１の中心穴の方向が支持軸２５と平行になるように配置できる。
【００６２】
　また、ロールペーパ供給装置２では、案内板２８０の湾曲面に予備ロールペーパ後方支
持部２８１が配置されるので、中心穴が支持軸２５の延長線上に位置するように第１予備
ロールペーパ９１を配置できる。
【００６３】
　ロールペーパ供給装置１及び２では、ロールペーパが滑走し且つ保持する保持部として
、一対の棒状部材である第１傾斜部１３、２３及び第２傾斜部１４、２４が使用されるが
、保持部は他の構成としてもよい。例えば、保持部は、長手方向の両端に脱落防止用の突
起部を備えた平板としてもよく、筐体１２と一本の棒状部材によりロールペーパを挟持し
て滑走させる構成を採用してもよい。
【００６４】
　また、ロールペーパ供給装置１及び２では、第１傾斜部１３、２３及び第２傾斜部１４
、２４は左板１２１、２２１から右下方向に向かって傾斜しつつ延伸しているが、右板１
２２、２２２から左下方向に向かって傾斜しつつ延伸してもよい。
【００６５】
　また、ロールペーパ供給装置１及び２では、第１傾斜部１３、２３及び第２傾斜部１４
、２４の上端は左板１２１、２２１に接するように配置されてるが、左板１２１、２２１
から離れて配置してもよい。
【００６６】
　また、ロールペーパ供給装置１及び２では、第１傾斜部１３、２３及び第２傾斜部１４
、２４は底板１２０、２２０に対して１９度の角度を成しているが、この角度は１０度～
３０度の範囲でもよい。しかしながら、第１傾斜部１３、２３及び第２傾斜部１４、２４
は底板１２０、２２０に対して１５度～２５度の範囲の角度を成すことが好ましい。
【００６７】
　以下、好ましい態様について記載する。
　（態様１）
　態様１に係るロールペーパー供給装置は、少なくとも、第１側板、及び、第１側板と対
向する第２側板を有する筐体と、第１側板から第２側板に向かって伸延し、且つ、ロール
ペーパを回転可能に支持する支持軸と、第２側板から第１側板に向かって傾斜しつつ伸延
し、且つ、複数の予備のロールペーパを支持軸方向に滑走可能に保持する保持部と、を有
することを特徴とする。
　（態様２）
　態様２に係るロールペーパー供給装置は、少なくとも、第１側板、及び、第１側板と対
向する第２側板を有する筐体と、第１側板から第２側板に向かって伸延し、且つ、ロール
ペーパを回転可能に支持する支持軸と、第２側板から第１側板に向かって傾斜しつつ伸延
し、且つ、複数の予備のロールペーパを支持軸方向に滑走可能に保持する保持部と、を有
し、支持軸が、保持部に保持された最下部の予備のロールペーパのストッパとして機能し
ていることを特徴とする。
　（態様３）
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　また、態様３に係るロールペーパー供給装置は、筐体の表面を覆う表板を更に有し、表
板は、ユーザが、保持部で保持されている予備のロールペーパを支持軸に挿入するための
開口部を有していることが好ましい。
　（態様４）
　また、態様４に係るロールペーパー供給装置では、支持軸の長さは、ロールペーパの幅
よりも長く、支持軸の端部は、保持部と第１側板との間に位置することが好ましい。
　（態様５）
　また、態様５に係るロールペーパー供給装置では、支持軸の高さは、保持部に保持され
た最下部の予備のロールペーパの下側の端面の中心穴の上端よりも高く且つ下側の端面の
上端よりも低いことが好ましい。
　（態様６）
　また、態様６に係るロールペーパー供給装置では、保持部に保持された予備のロールペ
ーパの中心穴の方向が支持軸と平行となるように、予備のロールペーパの方向を変更する
案内部を更に有することが好ましい。
　（態様７）
　また、態様７に係るロールペーパー供給装置では、筐体の表面を覆う表板を更に有し、
　表板は、ユーザが、中心穴の方向が支持軸と平行となっている予備のロールペーパを支
持軸に挿入するための開口部を有していることが好ましい。
　（態様８）
　また、態様８に係るロールペーパー供給装置では、筐体は、表板と対向する背板を更に
有し、
　案内部は、背板から表板に向かって湾曲しつつ延伸する第１方向転換部を有することが
好ましい。
　（態様９）
　また、態様９に係るロールペーパー供給装置では、案内部は、第１方向転換部の湾曲面
に配置され、予備のロールペーパを後方から支持する予備ロールペーパ後方支持部を更に
有することが好ましい。
　（態様１０）
　また、態様１０に係るロールペーパー供給装置では、案内部は、保持部から表板に向か
ってに延伸する第２方向転換部を更に有することが好ましい。
　（態様１１）
　また、態様１１に係るロールペーパー供給装置では、案内部は、保持部と支持軸との間
に配置され、方向を変更するときに予備のロールペーパが衝突する衝突部を更に有するこ
とが好ましい。
　（態様１２）
　また、態様１２に係るロールペーパー供給装置では、予備のロールペーパは、予備ロー
ルペーパの中心穴が支持軸の延長上に位置するように案内されることが好ましい。
　（態様１３）
　また、態様１３に係るロールペーパー供給装置では、保持部は、第２側板から傾斜しつ
つ延伸する第１傾斜部と、第１傾斜部に平行に配置される第２傾斜部とを有することが好
ましい。
【符号の説明】
【００６８】
　１、２　　ロールペーパ供給装置
　１０、２０　　化粧板
　１１、２１　　投入蓋
　１２、２２　　筐体
　１３、２３　　第１傾斜部
　１４、２４　　第２傾斜部
　１５、２５　　支持軸
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　１６、２６　　カッター
　２７　　予備ロールペーパ前方支持部
　２８　　第１方向転換部
　２９　　第２方向転換部
　３０　　衝突部
　４０　　トイレブース
　４１　　トイレ
　４２　　右壁
　４２０　　側面荷物置スペース
　４３　　左壁
　４４　　背壁
　４４０　　背面荷物置スペース

【図１】 【図２】
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【図５】 【図６】
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【図９】 【図１０】
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【図１３】 【図１４】
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